
報 告 第 １ ２ 号  

 

専 決 処 分 し た 事 件 の 承 認 に つ い て  

 

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第

１ ７ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 別 紙 の と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条

第 ３ 項 の 規 定 に よ り 報 告 し 、 承 認 を 求 め る 。  

 

 

        平 成 ２ ５ 年 ６ 月 ７ 日 提 出  

 

              亀 山 市 長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

 専 決 処 分 書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専 決 第 １ ２ 号  

 

   専 決 処 分 書  

 

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第

１ ７ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 別 紙 の と お り 専 決 処 分 す る 。  

 

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 専 決  

 

              亀 山 市 長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

 亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す

る 。  

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ３ １ 日  

                亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 条 例 第 １ ９ 号  

 

   亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ５ ８ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ６ 条 第 １ 号 中 「 の 属 す る 月 以 後 ５ 年 を 経 過 す る ま で の 間 に 限 り 、

同 日 」 を 削 り 、 「 属 す る 被 保 険 者 が 属 す る 世 帯 」 の 次 に 「 で あ っ て

同 日 の 属 す る 月 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 特 定 月 」 と い う 。 ） 以 後 ５

年 を 経 過 す る 月 ま で の 間 に あ る も の 」 を 、 「 に お い て 同 じ 。 ） 」 の

次 に 「 及 び 特 定 継 続 世 帯 （ 特 定 同 一 世 帯 所 属 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す

る 被 保 険 者 が 属 す る 世 帯 で あ っ て 特 定 月 以 後 ５ 年 を 経 過 す る 月 の 翌

月 か ら 特 定 月 以 後 ８ 年 を 経 過 す る 月 ま で の 間 に あ る も の （ 当 該 世 帯

に 他 の 被 保 険 者 が い な い 場 合 に 限 る 。 ） を い う 。 第 ３ 号 、 第 １ ０ 条

及 び 第 ２ ６ 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

（ ３ ） 特 定 継 続 世 帯  １ 万 ６ ， ２ ０ ０ 円  

 第 １ ０ 条 第 １ 号 中 「 以 外 」 を 「 及 び 特 定 継 続 世 帯 以 外 」 に 改 め 、

同 条 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

（ ３ ） 特 定 継 続 世 帯  ４ ， ５ ０ ０ 円  

 第 ２ ６ 条 第 １ 号 イ （ ア ） 中 「 以 外 」 を 「 及 び 特 定 継 続 世 帯 以 外 」

に 改 め 、 同 号 イ に 次 の よ う に 加 え る 。  

（ ウ ） 特 定 継 続 世 帯  １ １ ， ３ ４ ０ 円  

 第 ２ ６ 条 第 １ 号 エ （ ア ） 中 「 以 外 」 を 「 及 び 特 定 継 続 世 帯 以 外 」

に 改 め 、 同 号 エ に 次 の よ う に 加 え る 。  

（ ウ ） 特 定 継 続 世 帯  ３ ， １ ５ ０ 円  



 第 ２ ６ 条 第 ２ 号 イ （ ア ） 中 「 以 外 」 を 「 及 び 特 定 継 続 世 帯 以 外 」

に 改 め 、 同 号 イ に 次 の よ う に 加 え る 。  

（ ウ ） 特 定 継 続 世 帯  ８ ， １ ０ ０ 円  

 第 ２ ６ 条 第 ２ 号 エ （ ア ） 中 「 以 外 」 を 「 及 び 特 定 継 続 世 帯 以 外 」

に 改 め 、 同 号 エ に 次 の よ う に 加 え る 。  

（ ウ ） 特 定 継 続 世 帯  ２ ， ２ ５ ０ 円  

 第 ２ ６ 条 第 ３ 号 イ （ ア ） 中 「 以 外 」 を 「 及 び 特 定 継 続 世 帯 以 外 」

に 改 め 、 同 号 イ に 次 の よ う に 加 え る 。  

（ ウ ） 特 定 継 続 世 帯  ３ ， ２ ４ ０ 円  

 第 ２ ６ 条 第 ３ 号 エ （ ア ） 中 「 以 外 」 を 「 及 び 特 定 継 続 世 帯 以 外 」

に 改 め 、 同 号 エ に 次 の よ う に 加 え る 。  

（ ウ ） 特 定 継 続 世 帯  ９ ０ ０ 円  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 適 用 区 分 ）  

２  改 正 後 の 亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 規 定 は 、 平 成 ２ ５ 年 度 以

後 の 年 度 分 の 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て 適 用 し 、 平 成 ２ ４ 年 度 分 ま

で の 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 


